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映
画
『
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
ス
ワ
ン
』
を
観
ま
し
た
。
草
彅

剛
さ
ん
が
新
宿
の
ニ
ュ
ー
ハ
ー
フ
シ
ョ
ー
ク
ラ
ブ
で
働
く

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
凪
沙
を
演
じ
て
い
ま
す
。 

 

原
作
・
脚
本
も
手
掛
け
た
内
田
英
治
監
督
は
か
な
り
多

く
の
取
材
を
経
て
制
作
し
た
そ
う
で
す
が
、
中
で
も
私
が

特
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
た
の
は
、
彼
女
が
昼
間
に
働

く
た
め
に
受
け
た
面
接
の
シ
ー
ン
で
し
た
。
（
セ
リ
フ
は

う
ろ
覚
え
で
す
が
、
）
中
年
の
男
性
面
接
官
が
、
彼
女
に

「
最
近
流
行
っ
て
ま
す
よ
ね
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と
か
」
「
大
変

で
す
よ
ね
、
僕
も
講
習
会
と
か
で
勉
強
し
た
ん
で
す
よ
」

な
ど
と
話
し
か
け
る
の
で
す
。 

 

当
事
者
か
ら
す
れ
ば
、
世
間
の
流
行
り
に
乗
っ
て
ト
ラ

ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
れ
は

講
習
会
の
机
上
の
勉
強
な
ど
と
い
っ
た
次
元
で
は
な
く
、

自
分
の
身
に
起
き
て
い
る
リ
ア
ル
で
し
か
な
い
と
思
い
ま

す
。
だ
か
ら
こ
の
面
接
官
は
ち
ょ
っ
と
ズ
レ
て
い
る
し
、

無
神
経
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
し
ょ
う
。
で

も
悪
気
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
差
別
し
よ
う
と
し
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
。
講
習
会
に
も
い
ち
お
う
出
席
し

て
、
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
を
学
ぶ
意
思
が
あ
る
わ
け

で
、
「
同
性
愛
が
広
が
れ
ば
足
立
区
は
滅
び
る
」
な
ど
と

発
言
を
し
た
議
員
と
は
違
い
ま
す
。
む
し
ろ
面
接
官
は

「
自
分
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
理
解
が
あ
る
ほ
う
だ
」
と
思
っ
て

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
の
体
感
と
し
て
、
最
近
は
足
立

区
議
の
よ
う
な
人
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
ず
い
ぶ
ん
減
り
ま

し
た
が
、
こ
う
い
う
人
に
は
よ
く
出
会
い
ま
す
。 

 

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
理
解
を
示
す
こ
と
が
社
会
の
マ
ナ
ー
の
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
括
っ
て

何
か
ひ
と
つ
の
集
団
の
よ
う
に
捉
え
て
し
ま
う
と
、
先
ほ

ど
の
面
接
官
の
よ
う
な
ズ
レ
た
発
言
に
つ
な
が
り
ま
す
。

先
述
の
議
員
は
性
的
少
数
者
は
ま
わ
り
に
い
な
い
と
も

言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
普
通
に
存
在
す
る
隣
人
で
す
し
、

そ
の
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
嗜
好
、
個
性
、
考

え
方
を
持
っ
て
い
ま
す
。
流
行
や
風
潮
と
し
て
で
は
な

く
、
当
事
者
に
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
が
差
別
を
解
消
し

て
い
く
一
歩
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

釜
澤 

菜
穂 

そ
れ
で
も
地
球
は
回
っ
て
い
る 
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１ 

「
そ
れ
で
も
地
球
は
回
っ
て
い
る
」
～
子
ど
も
の

頃
に
伝
記
で
読
ん
だ
イ
タ
リ
ア
の
学
者
で
「
天
文
学

の
父
」
「
近
代
科
学
の
父
」
と
言
わ
れ
る
ガ
リ
レ

オ
・
ガ
リ
レ
イ
の
名
言
で
あ
る
。 

 
 

ガ
リ
レ
オ
は
、
17
世
紀
初
頭
に
望
遠
鏡
を
発
明

し
、
天
体
の
謎
を
解
明
、
当
時
の
常
識
で
あ
っ
た
天

動
説
に
対
し
、
地
動
説
を
唱
え
始
め
る
。 

 
 

ガ
リ
レ
オ
の
地
動
説
は
、
異
端
と
し
て
危
険
視
さ

れ
、
１
６
１
６
年
、
52
歳
の
時
に
宗
教
裁
判
に
か
け

ら
れ
る
。
裁
判
で
は
、
今
後
地
動
説
を
唱
え
な
い
よ

う
に
命
令
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
地
動
説
を
維
持

し
、
１
６
３
３
年
の
２
回
目
の
宗
教
裁
判
で
終
身
刑

の
判
決
を
受
け
、
１
６
４
２
年
に
死
亡
す
る
ま
で
地

動
説
を
貫
く
。 

 

２ 

こ
の
ガ
リ
レ
オ
の
生
涯
か
ら
私
た
ち
が
学
ぶ
べ
き

こ
と
は
、
そ
の
時
代
の
多
数
者
の
考
え
、
常
識
は
必

ず
し
も
真
理
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
常
に

物
事
に
は
批
判
的
な
視
点
を
も
っ
て
対
処
す
る
必
要

が
あ
り
、
一
見
突
拍
子
も
な
い
考
え
方
で
あ
っ
て
も

そ
の
考
え
方
を
封
じ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。 

 
 

批
判
的
精
神
が
な
け
れ
ば
、
判
例
変
更
も
な
い

し
、
時
代
に
即
応
し
た
法
律
の
改
正
も
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。 

 
 

成
熟
し
た
民
主
主
義
社
会
で
は
、
常
に
異
論
や
少

数
意
見
が
尊
重
さ
れ
る
寛
容
さ
が
必
要
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
寛
容
さ
の
あ
る
社
会
こ
そ
が
、
真
に
強
い

社
会
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

３ 

世
界
に
目
を
向
け
れ
ば
、
一
国
二
制
度
を
掲
げ
る

中
国
で
は
、
今
年
６
月
に
香
港
で
国
家
安
全
維
持
法

が
中
国
全
国
人
民
代
表
大
会
で
可
決
・
施
行
さ
れ
、

香
港
市
民
の
政
治
的
・
市
民
的
自
由
に
対
し
て
世
界

か
ら
危
惧
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。
旧
ソ
連
邦
か
ら

独
立
し
た
ベ
ラ
ル
ー
シ
で
は
、
ル
カ
シ
ェ
ン
コ
大
統

領
の
独
裁
に
対
し
て
反
対
す
る
対
立
候
補
の
政
治
家

が
拘
束
さ
れ
、
そ
の
妻
ス
ベ
ト
ラ
ー
ナ
・
チ
ハ
ノ
フ

ス
カ
ヤ
氏
が
今
年
大
統
領
選
挙
に
挑
ん
だ
が
、
世
論

で
は
チ
ハ
ノ
フ
ス
カ
ヤ
氏
圧
倒
的
優
勢
の
調
査
結
果

に
も
関
わ
ら
ず
ル
カ
シ
ェ
ン
コ
大
統
領
が
再
選
を
果

た
し
た
。
１
９
９
１
年
の
ソ
連
か
ら
の
独
立
以
来
、

30
年
近
く
独
裁
政
権
が
続
い
て
い
る
。 

 

４ 

こ
の
よ
う
な
報
道
に
触
れ
る
と
、
世
界
に
は
な
ん

て
ひ
ど
い
国
が
あ
る
の
だ
と
多
く
の
日
本
人
は
思
う

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
対
岸
の
火
事
で
は
な
い

と
私
は
思
う
。
忖
度
に
よ
り
権
力
者
の
顔
色
を
う
か

が
う
こ
と
に
徹
し
た
官
僚
や
メ
デ
ィ
ア
が
重
宝
さ

れ
、
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
心
あ
る
ガ
リ
レ
オ
は
、
静

か
に
排
除
さ
れ
て
い
く
。
今
回
の
学
術
会
議
の
任
命

拒
否
問
題
も
、
権
力
批
判
を
す
る
と
ど
う
な
る
か
わ

か
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
見
せ
し
め
と
し
か
私
に
は

思
え
な
い
。 

 
 

ガ
リ
レ
オ
の
悲
劇
は
も
う
た
く
さ
ん
で
あ
る
。 

「
最
近
流
行
っ
て
ま
す
よ
ね
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と
か
」 

編 

集 

後 
記 
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１．今までの黒字リストラと違い、航空業界、自動車業

界、百貨店などのリストラ計画は文字通り赤字リストラ

で、その規模はかつてない。９月14日時点で、上場企業

60社が計１万100人の早期・希望退職を募集している（東

京商工リサーチ社）。日経新聞の調査によると、2021年

春の大卒内定者は、2020年春入社数と比べると11.4％

減った（10月19日付）。 

 

２．2008年からのリーマン・ショックは、金融経済が悪

化し、製造大企業に波及する、いわゆる川上産業への打撃

だった。今回はまず個人消費が減り、川下作業がすでに大

打撃を受けている。吉祥寺という街だけで300店舗が休廃

業したという。休廃業のペースは予測を越え、年間５万

3,000件を超すペースだという（東京商工リサーチ）。国

内の中小企業数は約358万社、「廃業を検討する可能性が

ある」と答えたのは8.8％。優に30万社を超える。 

 

３．新しい働き方としてテレワークがしきりに喧伝され

る。実施率は３割近くにのぼり、たしかにテレワーク労働

者の休業率は低い。しかし、テレワークは、大企業の従業

員や正社員を中心に実施されており、多くの中小零細企業

にとってはあまり縁がない。まして女性労働者にとってテ

レワーク効果は限定的で、むしろ食事作りなどの家事負担

が増し、子育て負担が増加している。宿泊・飲食、生活・

娯楽等のサービス業が壊滅的ダメージを受けており、そこ

に働くことの多い女性労働者の雇用は減り、休業率は高止

まりしている。 

 

４．政府は雇用調整助成金の特例措置を12月までとしてい

る。再延長しないとリストラの急加速が予測される。 

大失業時代の予兆 
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「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表 

労使トラブル110番 
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 ９月１日、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関す

るガイドライン」を改定し、副業・兼業における企業

の対応や労働者の対応等を示しており、簡便な労働時

間管理の方法として「管理モデル」を示しました。併

せて、通達「副業・兼業の場合における労働時間管理

に係る労働基準法第38条第１項の解釈等について」

（令和２年９月１日・基発0901第３号）が出され、副

業・兼業の場合における労働時間管理の解釈について

示しました。 

 「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当

である」というのが基本的考え方ですが、果たしてそ

の内容は…。 

 

【複数の事業場における労働時間は通算される】 
 労働基準法第38条第１項では「労働時間は、事業場

を異にする場合においても、労働時間に関する規定の

適用については通算する」と規定しており、「事業場

を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む

（労働基準局長通達・昭和23年５月14日付基発第769

号）とされています。 

 もちろん労働基準法第36条第１項の協定（36協定）

は、個々の事業場における延長時間を定めることとな

り、この場合においては他の事業場における労働時間

は通算されません。また、通算されるのはあくまでも

労働時間ですから、休憩、休日、年次有給休暇につい

てはそもそも労働時間の規定ではないので、他の事業

場でどのような労働時間となっているかは関係ありま

せん。 

 

【65％の企業が副業・兼業禁止】 
 エン・ジャパンの調査によれば、2019年で65％の企

業が副業・兼業を禁止しています。認めない理由の第

１位は「仕事に専念してもらいたい」、次いで「過重

労働の心配」です。 

 裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのよ

うに利用するかは、基本的には労働者の自由としつ

つ、それを制限することが許されるのは、およそ次の

ような場合に該当する場合としています。 

 ① 労務提供上の支障がある場合 

 ② 業務上の秘密が漏えいする場合 

 ③ 競業により自社の利益が害される場合 

 ④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破

壊する行為がある場合 

 こうした懸念がある場合は、必ずしも副業・兼業を

認める義務がないというのが裁判所の判断です。 

 

 

【ガイドラインによる労働時間管理の方法とは】 
（１）ガイドラインによる労働時間管理の方法 

 ① 労働者からの申告により他社の労働時間を把握

する 

 ② ①が難しい場合、簡便な管理方法（管理モデ

ル）として、「副業・兼業の開始前に、Ａ社（先

契約）の法定労働時間とＢ社（後契約）の労働時

間について上限規制の範囲内で上限を設定する。

これにより、「他社の実労働時間を把握しなくて

も労働基準法を遵守することが可能となる」 

（２）割増賃金の支払い方 

 ① 副業・兼業の開始前…自社の所定労働時間と他

社の所定労働時間を通算して、法定労働時間を超

える部分がある場合には、その部分は後から契約

した会社の時間外労働となる 

 ② 副業・兼業の開始後…自社の所定労働時間と他

社の所定労働時間を、所定外労働時間が行われる

順に通算して、法定労働時間を超える部分がある

場合には、その部分が時間外労働となる 

 

【危惧される過重労働・健康管理】 
 副業・兼業を原則認めるとした場合、最も危惧され

るのが過重労働です。この点で、ガイドラインはあら

かじめ「時間外労働と休日労働の合計で単月100時間

未満未満、複数月平均80時間以内の要件（労基法第36

条第６項第２号及び第３号）」の範囲内での労働時間

の通算を前提にしています。もともと１ヵ月100時

間、複数月80時間というのは過労死基準と言われる上

限時間であって、それを前提に副業・兼業を認めるこ

とを厚労省自ら打ち出すこと自身が異常と言わなけれ

ばなりません。そもそも労働基準法は、法定労働時間

を１日８時間、週40時間としているのです。 

 

【労災保険の給付】 
 今回のガイドラインでは、労災保険の給付について

次の新たな措置を発表しました。 

 ① 複数就業者について、労災が発生していない事

業場の賃金額も合算して労災保険の給付を算定す

る。 

 ② 複数就業者の就業先の業務上の負荷を総合的に

評価して労災認定を行う。 

 ③ 副業先への移動時に起こった災害は、通勤災害

として労災保険給付の対象となる。 
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職場のQ＆A 

特定社会保険労務士 鎌田 勝典 

コロナ禍のもとで、従業

員が指示なき休業を

とった場合 

【勝手な休業に補償義務はない】 
 コロナ禍といえども、会社の指示や相談もなく勝手に休

んだ場合、会社に補償義務があるわけではありません。

休業補償というのは、あくまでも会社の指示により休業

させた場合、平均賃金の６割以上を補償する義務がある

とされているものです。緊急事態宣言も、あくまでも国

民や企業に対して警鐘を発して、休業を要請したもので

あり、具体的にその要請に応えるのか、応えるとするな

ら、いつ、誰を休業させるかは会社の判断だからです。 

 

【有給休暇とは別の休暇制度を設けた場合】 
 もちろん本人が休んだ日を「年次有給休暇として認め

て欲しい」と申請をする権利はあります。また、会社と

して、年次有給休暇とは別に特別の有給の休暇制度を設

けた場合は、その制度を活用することもできますし、政

府はそのような休暇制度を設けることを呼び掛けていま

す。 

 

【活用できる助成金もある】 
 政府は雇用調整助成金の特例措置として、コロナの影

響で売上ダウンとなった事業所が、休業（時短休業も含

む）させた場合の休業補償を補填する助成金を12月末ま

で延長する措置をとっています（来年１月以降も延長さ

れる可能性があります）。また、保育園や学校などの休

校に伴い、子どもを養育する親の休暇制度を設けた事業

所に対して、支援する助成金もあります。こうした制度

を活用してコロナ禍を乗り切りたいものです。 

 ある従業員が、コロナ禍のもとで緊急事態宣言が出されて以降、

会社と相談のないまま勝手に休んでいます。最近になって「休んだ

期間を有給で補償して欲しい」と言ってきました。どのように対応

すべきでしょうか。  

4XHVWLRQ /////////////////////////////////////////// 

$QVZHU //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

有給休暇の30分単位

取得は認められるか？ 

【有給休暇はまとめて取得するのが原則】 
 年次有給休暇制度のもともとの始まりは、西欧諸国の

バカンス制度です。バカンスは20日とか30日まとめて取

得するの通常で、ＩＬＯ条約でも一括付与を原則として

います。 

 日本の年次有給休暇は、ＩＬＯ条約を参考にして始

まったものですが、労基法で「継続し、又は分割した」

取得をできると定めたため、１日単位の取得が通常とな

りました。さらに、厚労省の通達で半日単位の取得が認

められ、平成22年の法改正で、労使協定を締結した場合

に限り１時間単位での取得もできるとされました。 

 

 

【分割の限度を踏まえる】 
 上記のような分割取得にも限度があります。まず１時

間単位の取得は日数で換算して「５日以内」と限定され

ています（労基法39条４項）。また、１時間をさらに30

分とかに分割することは法律的に認められていません。

有給休暇制度は、「休息、娯楽及び能力の開発のための

機会の確保」（ＩＬＯ47号勧告）が趣旨であることが大

前提なのです。 

 確かにちょっとした用事で丸１日まで休む必要がない

ということから、１時間単位の分割をさらに分割したく

なる気持ちはわかります。しかし、分割にも限度がある

ことを労働組合にもよくわかってもらう必要がありま

す。 

 弊社では年次有給休暇を30分単位で取得することを認めていま

す。労働組合もそれを支持しています。この制度は法律的に認めら

れるのでしょうか？ 

4XHVWLRQ /////////////////////////////////////////// 

$QVZHU //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



 

 

オフィス・サポートNEWS 

JAZZでほっと一息                     アドバンスト・ソフト 小柳 忠章 

Invitation 招待状 

 1950年の映画「 A Life of Her Own 」で使用されゴールデン・グ

ローブ賞のベストスコアにノミネートされましたが、1952年の映画

「 Invitation 」でテーマとして使用されジャズのスタンダードナン

バーとなりました。ブロニスラウ・ケイパーが1944年に作曲したも

のですが、ポール・フランシス・ウェブスターが詩を付けたのは

1956年。つまり２度目の映画に使われた４年後です。 

 歌なしでスタンダードになったせいでしょうか、インストものの

録音が多いです。テナー・サックス奏者のジョン・コルトレーンが

1958年に録音しています。ピアニストではビル・エヴァンスが

1974年、ヴィブラフォンではミルトンジャクソン1962年、ヴォー

カルではダイナ・ワシントン1962年、サラ・ヴォーンも同年 オル

ガニストのジョニー・ハモンド・スミス1961年。日本人のジャズ愛

好家に大きな影響を与えたアートブレイキーとジャズメッセン

ジャーは1961年に録音し、1970年にリリースしています。まだま

だ沢山のアーティストの録音があります。理由は、コード進行が面

白くてアドリブ向きだからということらしいです。 
 

  あなたとあなたの微笑は 

  奇妙な誘いを醸し出す 

  なにか私たちは 

  同じ夢を共有したようね 

  でも、どこ？ 

 

  何度となく 

  知らない人がいっぱいいる部屋で 

  本当に突然 

  あなたがそこに現われる 

 

  どこでも行くわ 

  輝くような誘惑が 

  私の生き方を変える 

  灰色の夜明けの中 

  そうねいつだってあなたの目は 

  奇妙な誘いを示し笑っている 

  あなたが去るとき 

  ああ、どこ？どこに行ったの 

 

  どれだけ待てばいいの 

  幻想の世界で 

  あなたがいるところは 

  近いようでとても遠い離れたところ 

 

  あなたに言って欲しい 

  温かい誘い 

  どこに行ったの 

  ダーリン、私の心に戻ってきて 

 

 Invitationはお誘い、招待。Temptationは誘惑。Temptationの方が多

少ネガティブらしい。悪い企てはIntriguingというらしい。テレワー

クの急速な普及はコロナウィルスのせいですが、インターネット回

線が逼迫する事態になり、インターネットの接続が安定しません。

回線業者の飛び込み営業が会社に来ました。「お使いの光モデムの

規格を調べさせてください」「ＮＴＴの代理店のものです」「月々

の電話代金を安くします」などと決まり文句しか言わない。その会

社の求人のページには「電話アポ取りなし、飛び込み営業なし」と

ある。事実とは異なる求人活動です。どんなお誘いをされたのか分

かりませんが、営業活動も相当怪しい。コロナ禍の混乱に乗じた悪

徳商法もありそうです。 

 歌詞の中に「Out of the blue」という言葉があります。晴天の霹靂

（へきれき）と訳すそうです。歌になりませんから「本当に突然」

としました。同じ意味で「bolt from the blue」も晴天の霹靂と訳す

ようです。寝耳に水とかやぶから棒でも良いそうです。何かとてつ

もなく良いことが out of the blue で起こると良いですね。 

司法書士の業務つれづれ帳 第53回 
司法書士事務所リーガルオフィス白金 

代表司法書士 飯田 茂幸 

当たり前    

 先日、新たにＫさんという方の後見人になった。Ｋさんは80代、

港区の自己所有のマンションで独り暮らしをしていた。結婚歴はな

く、子どももいない。今年２月に足立区の路上で転倒していたとこ

ろを警察に保護された。左大腿骨転子部骨折で台東区内の病院に入

院する。Ｋさんは、自分が何で足立区にいたのかわかっていなかっ

たとのこと。検査をして認知症と診断された。 

 Ｋさんは、入院する前までは自分自身で身の回りのことをしてい

た。港区のふれあい相談員(高齢世帯の訪問事業)の訪問も拒否して

いたとのこと。認知症の症状が急速に進行したのかもしれない。認

知症や大腿骨骨折により自立した生活は困難となった。Ｋさんの親

族に姪がいたが、遠方で且つ姪も70代のため、頻回な支援、金銭的

な支援も難しい状況だった。入院費の支払、金銭管理、今後の居所

(施設)の選定などに関して支援者が必要となり、社会福祉協議会を

通じて、私が関わることとなった。 

 台東区の病院は、入院は３カ月間と決まっていたようで、Kさん

は６月に埼玉県の病院に転院した。後見人に就く前に、状況の確認

や今後の生活について相談するために転院先の病院を訪問した。病

院の相談員に聞くと、認知症は進行していると言われた。Ｋさんに

もご挨拶をして、家庭裁判所に後見開始の申立をした。 

 コロナ以降、裁判所の多くの手続きが滞っている。また、後見手

続では裁判所の調査員が本人(ここでいうＫさん)と面談をすること

があるが、病院や施設が面会禁止となっていることもあり、後見人

に選ばれるまで数カ月かかるという話もあった。しかし、Ｋさんの

件は裁判所も調整をしてくれて、９月初旬、私を後見人とする審判

書が裁判所から届いた。といっても、その審判が確定するのは審判

の２週間後であり、さらにそれから私を後見人とする登記がされ

る。私がＫさんの後見人であるという登記事項証明書がないと実質

的な手続きは始められず、結局10月に入って後見人としての手続き

を始めることとなった。 

 Ｋさんの入院費は後見人が就くまで全て未払いのままである。案

件によっては未払いの入院費が数十万円のこともある。後見人に就

くときの多くは未払いの入院費があり、病院というのは入院費を払

わなくても患者を診るからすごいなと思う。ただ、後見人の報酬も

１年に１回しかもらえないので(しかも金額は裁判所が決める)、似

たようなものかもしれない。 

 Ｋさんが入院していた病院に、後見人に就いたことと入院費の支

払時期について連絡するため電話をした。「後見人になりました」

と言ったところ、開口一番「おめでとうございます！」と言われ

た。後見人になっておめでとうと言われたのは初めてで苦笑いして

しまったが、待ち望まれていたことはよく伝わった。仕事に慣れて

くると日頃やっていることが当たり前になってくるけど、社会の期

待を背負っているということを改めて感じさせられた。 

URL:http://shirokane-legal.com/ 
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固定残業制の有効要件とリスク  

 【固定残業代制の有効要件】  
 労働基準法37条は、時間外労働に対して1.25倍以

上、休日労働に対して1.35倍以上、深夜労働に対して

0.25倍以上の割増率による割増賃金を支払うことを求

めています。この割増賃金に対して、固定残業代制を

採用している会社も一定数あります。この固定残業代

制の法律的有効要件について、最高裁は次のような基

準を示しています。 

 

（１）明確区分性 

 明確区分性とは、時間外労働等に対する賃金（割増

賃金）と、通常の労働時間に対する賃金とが、「検

証」できるように区分されているかというものです。

検証できない場合には、割増賃金の支払いが労働基準

法37条に従ってなされているかが不明になるため、無

効になるということです。 

 仮に、「基本給に固定残業代が含まれる」という規

定になっていると区分されていませんので、区分性の

要件を満たしていないことは明確です。ご相談の例で

は、たしかに基本給部分と残業代部分とが分離されて

支給されているため、一見すると区分性は満たしてい

るように見えます。しかし、①固定残業代が一体何時

間分の残業代なのかが就業規則その他で明確にされて

いませんし、事前に何らの説明もなされていないよう

です。②さらに、時間外労働、休日労働分、深夜労働

についての割増賃金それぞれ何時間分ということにな

るとさらに不明確です。 

 

（２）精算の合意と実態 

 もし何時間分の残業代であることが明確にされてい

たとしても、その設定した時間以上に残業した場合

は、差額を支給（精算）しなければなりません。その

差額の規定も、差額支給の実態も両方ないとすれば、

これまた固定残業制は無効とみなされる可能性が大き

いです。 

 １ヵ月50時間の残業をしたとしたならば（休日労

働、深夜労働はなかったと仮定します）、労働基準法

37条の規定に基づき計算すると、６万円を超える残業

代が発生します。その差額分は支給するという規定

も、実態もなかったとするならば、固定残業代制は無

効とみなされるでしょう。 

 

【固定残業代も割増基礎賃金に算入されるリスク】 
 以上のとおり、固定残業代制の実質について、就

業規則（給与規程）の定め方、給与明細上の記載、

実際の運用等を総合的に判断して、定額手当として

の固定残業代制が認められず、割増賃金は全く支

払っていないものと扱われ、結果として固定残業代

も割増賃金計算上の基礎賃金に算入され、請求され

る可能性があります。 

 ご相談の事例で、所定労働時間が１ヵ月170時間

と仮定し、１ヵ月50時間の残業があったとして計算

すると、 

 

Ａパターン 

基本給18万円÷170時間×50時間×1.25＝66,176円 

 

Ｂパターン 

（基本給＋固定残業代の）24万円÷170時間×50時

間×1.25＝88,235円 

 

 会社側からすると、Ｂパターンで計算して請求さ

れるリスクがあるということで、労働者からすると

請求することができることになります。これに、休

日労働や深夜労働が付け加わるともっと多額にな

り、１年間だと優に100万円を超す残業代未払いと

なります。 

 なお、裁判となった場合に、実際の残業代請求か

ら固定残業として支払われた額を差し引いた額が未

払い残業とされるのか、それとも固定残業制自身が

無効である以上残業代請求全額を未払として認める

のかは、判断の分かれるところでしょう。  

オフィス・サポートNEWS 

労使トラブル110番 労働相談メール roudou@officesup.com  

 会社から退職を迫られているのですが、退職にあたって残業代の未払いを請求したい

と思います。基本給18万円、固定残業代６万円、通勤手当という給与明細書が毎月続い

ています。残業時間は、１ヵ月50時間以上は毎月あり、休日労働、深夜労働もよくあり

ます。残業代は６万円に含まれているのでしょうか？  
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4XHVWLRQ

$QVZHU /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



 

 

 今回は、令和３年１月に改正される「子の看護休

暇」と「介護休暇」（以下、２つ合わせて「介護休

暇等」といいます。）について取り上げます。 

 

１．子の看護休暇・介護休暇とは 
 はじめに、基本的な事項をおさらいしておきま

しょう。「子の看護休暇」とは、負傷し、または疾

病にかかった小学校就学前の子の世話または疾病の

予防を図るために必要な世話を行う労働者が取得で

きる休暇です。一方、「介護休暇」とは、要介護状

態にある対象家族の介護や世話を行う労働者が取得

できる休暇です。どちらの休暇も、労働者は１年度

に５日（子または対象家族が２人以上の場合は10

日）まで取得することができます。 

 

２．改正内容（令和３年１月１日施行） 
 従前の介護休暇等は、１日単位だけでなく半日単

位での取得が可能とされていましたが、今回の育介

則の改正で、１日でない方の取得単位が半日から時

間単位とれました。これは、育児や介護を行う労働

者が介護休暇等を柔軟に取得することができるよう

にするためです。 

 また、改正前は１日の所定労働時間が４時間以下

の労働者は半日単位での取得はできませんでした

が、時間単位の取得はすべての労働者が対象となり

ます。 

 なお、介護休暇等の時間単位取得が困難な業務１）

がある場合は、労使協定を締結することにより、時

間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労

働者を除外することができます。 

規 定 例 は、次 の 通 りで す（厚 労 省 リ ー フレ ッ

ト）。 
 

 
 

３．内容の詳細とカスタマイズ 
 介護休暇等は、法定より有利な内容としたりする

ことができますので、従業員のニーズ等をふまえて

カスタマイズすることも考えられます。ここでは、

３つの例を取り上げます。 

 第１に、上記の規定例もそうですが、介護休暇等

は、「始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで

連続するものとする」とされており、いわゆる「中

抜け」は認めなくてよいことになっています。しか

し、もちろん認めることも可能です。人手不足で、

一時的に抜けても用が済んだら戻ってきた方が助か

るような事業所では、認める制度にすることも可能

です。 

 第２に、取得の単位を分単位で認めることです。

これも、法を上回る内容のため、可能とされてお

り、施行通達（R1.12.27雇均発1227第２）では15分

単位の例が示されています。ところで、１日の所定

労働時間に１時間未満の端数がある場合、たとえば

７時間45分の事業所の場合、時間単位の介護休暇等

を何時間取得すれば１日分にカウントするのかとい

う問題があります。これについては、１時間未満の

端数は切り上げることになっているので、８時間と

なりますが、介護休暇等の取得を15分単位で認めて

いる場合は、１日分の時間数を７時間45分のままと

することは可能とされています２）。管理は複雑にな

りますが、所定労働時間が７時間15分だったりする

と、時間単位に切り上げた場合の差は45分になりま

す。これに抵抗を感じる場合などでは検討の余地が

あるのではないでしょうか。 

 第３は、有給化です。これは前の２つと比べると

ハードルが少し高いかもしれません。しかし、使い

勝手の悪い（！）時間単位の有給休暇と比べてみる

と、介護休業等は取得理由が制限されており、中抜

けも認めなくてよいことになります。育児や介護目

的にだったら時間単位年休３）を認めてもいいと考え

ているのであれば、時間単位年休ではなく介護休暇

等の有給化を検討してみてはいかがでしょうか。 

 

 
１）指針（H21厚労告509）では、国際路線等の客室乗務員等が

例示されている。 

２）「１日の所定労働時間数が７時間40分の場合には、15分単

位で取得すると端数が生ずることから、子の看護休暇１日分

の時間数を例えば７時間45分などに引き上げる必要があるこ

と」とされている（前掲通達）。 

３）時間単位年休では、利用目的や、中抜けを制限することは

できない（H21.5.29基発0529001）。なお、分単位の取得も

不可である。 

第○条 （１項は省略→リーフレット参照） 

２ 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から

連続または終業時刻まで連続して取得するこ

とができる。 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント○54  

 オフィス・サポートNEWS 

ＭＯＲＩ社会保険労務士・行政書士事務所 

代表 森 慎一 （http://office-mori.biz/） 

第54回：子の看護休暇・介護休暇  
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オフィス・サポートNEWS 

経営コンサルタント  野澤 周永 （株式会社Ｖコンサル） 

http://www.vcon.jp 

第90回：コンサルティングはしくみづくりと人づくり  

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 
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＊ホームページを７月にリニューアルしました！ 

 中小企業経営の「コンサルティングって何をするんです

か？」とよく聞かれることがあります。私達プロのコンサ

ルタントからみれば、「えっ！」という思いですが、率

直、何をしてくれるのかわかりにくいというのは、よくよ

く考えてみれば、逆の立場から見れば『あり』だなと思い

ます。コンサルティングの出す成果が見えにくいというこ

とは、裏返してみれば、ちゃんと目に見える成果を出して

くれるコンサルタントが少ないということでもあると思い

ます。例えば、弁護士さんであれば法律の解釈により依頼

者の係争を解決に導く。裁判に勝てば、それは成果と言え

ます。また、税理士さんであれば、会計書類を作成する、

あるいは税務申告を出す。場合によっては、余計な税金を

払わずに済むといった成果が見えます。その意味では、コ

ンサルタントも実はわかりやすいのです。経営の成果であ

る、利益を出すこと、経営の安定化を図ること、社員がや

る気を持てる管理や組織を作る、又はお客様に信頼し満足

してもらう商品やサービスを提供できるようにする、など

などです。そういわれてみると、「分かるよ」と言われそ

うですが、成果が見えにくいのは成果の出し方のわからな

いコンサルタントがあまりに多いためと言えます。コンサ

ルタントの成果の出し方は、現実の世界と向き合って、会

社の持てる経営資源を駆使して、成果の出し方をきちんと

解説して、実現させることで理解できるのです。 

 

【しくみづくり】 
①見える化 
 中小企業の行き詰まりの原因の第一歩は、あらゆる事業

活動が、いいのか、悪いのかわからない状態になって見え

ないことにあります。状況が見えないということは、問題

が潜在化し、そのまま放置されることになるので、問題解

決ができません。「予算と実績の比較が見えない」「業務

のプロセスが見えない」「今後のスケジュールや計画がみ

えない」といったことが良くあります。私が「まず、表を

作ってみましょう。グラフを作ってみましょう。スケ

ジュール表を作成しましょう」など各種の見える化の手段

を提案すると、怪訝な顔をされることがよくあります。多

分、ちゃんとやっていないとわかったらいやだとか、ちゃ

んとやってないことがわかると、改善を求められるので面

倒！などといったケースは多々あるといえます。まずは、

見える化すること。これにより、問題が明らかになり、問

題がわかれば、解決策を作ることができます。 

 

②ベストな業務プロセス 
 会社が一番うまくいくやり方を共有していない、考えた

ことがない、人によってやり方がばらばらだということが

よくあります。私達コンサルタントも会社の方のやってい

る業務プロセス＆フローを説明してもらうことがありま

す。説明を伺うと、人によって言うことが違う、もっとい

いやり方があると思っても、前任者のやり方をうのみにし

ている、ミスやロスが発生しても方法を変えようとせず、

同じ失敗を繰り返す場合などが多くあります。簡単に言え

ば、会社で一番うまくできる人の方法をとりあえず、皆で

まねることから始めるのです。次に皆でもっと良い方法や

ムダのない手順を考えるとよいのです。つまり、ベストな

業務プロセスの追求です。 

 

③ＰＤＣＡを回す 
 失敗しても、お詫びして修正して改善せずに、また同じ

失敗を繰り返すという学習効果のない人がいます。なぜで

しょう。一つは、同じことをするのが楽だからです。そし

て改善はめんどくさい話と捉えているケースが多いです。

つまり、改善を楽しめない、平穏を脅かされる。マインド

向上のマインドのないやり方をしている場合が結構多いと

言えます。ＰＤＣＡ（計画・実行・評価・対策）により、

改善を回すのです。最初はつらい場合が多いです。しか

し、改善が定着すると、間違いも少なく、改善を楽しめる

ようになります。更に失敗しないもっとうまいやり方、生

産性の高いやり方で「働き方改革」を実現できるやり方は

ないかと考えるようになります。改善は力を与えてくれる

のです。 

 

【人づくり】 
 こうして、①業務を見える化して、②ベスト業務プロセ

スを構築し、③改善を継続的に行うしくみをつくると、目

に見える成果が出てきます。但し、これは、しくみが動い

ているだけ。しくみを動かすのは人なのです。人がその気

になることをモチベーションアップといいますが、率直だ

れでもがモチベーションアップするかといえば、そうとは

言い切れません。気持ちが後ろ向き、頑な、今更やりたく

ないと思っている心持ちの人にいくら持ち掛けてもモチ

ベーションアップはムリだと考えて下さい。だとすれば、

しくみを戦略的に動かすのは、モチベーションアップでき

る人達だけ、もっといえば会社を去ることなく、共に船に

乗ろうとする人たちを含めて、一つになって会社を、しく

みを最大・最高に強くしていこうという社員で動かしてい

くことです。まさに『この指とまれの改革』です。 

 しくみづくりと人づくりが一体となって初めて、コンサ

ルティングの成果も大きく生み出せるのです。コンサル

ティングとは、「会社を強くする」という成果を出すこと

です。 

 それは目に見える大きな成果を出すことで明白になるの

です。  


